
 
 

第 19 回広報・県民運動専門委員会 
 

次 第 

 

 

日 時：令和２年 12 月 24 日（木）10:00～12:00 

場 所：滋賀県庁東館７階大会議室 

 

                                

 １．開 会 

 

 ２．開会挨拶  

 

３．審議事項 

（１）第 79 回国民スポーツ大会・第 24 回全国障害者スポーツ大会 

の開催延期に伴う計画等の改正について 

（２）花いっぱい運動における推奨花の選定について 

 

 ４．報告事項 

  （１）イメージソング・ダンスの制作状況について 

 

 ５．閉 会 
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審議事項 

 

（１）第 79 回国民スポーツ大会・第 24 回全国障害者スポーツ大会 

の開催延期に伴う計画等の改正について 

 

（２）花いっぱい運動における推奨花の選定について 

 

 

 

報告事項 

 

（１）イメージソング・ダンスの制作状況について 

 

 

 

 



（順不同・敬称略）

分　野 所属団体・役職名 氏  名

1 日本放送協会大津放送局　副局長 村松　泰

2
びわ湖放送株式会社
　放送管理局報道制作部グループリーダー

坂田　しのぶ

3 株式会社京都放送滋賀支社　支社長 宮本　英樹

4
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　編集局 編集部長
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7
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呉竹　政彦

8 滋賀県障害者スポーツ協会　副主幹 吉成　永部

9
滋賀県商工会議所連合会
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清水　健司

10
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　常務理事 兼 事務局長

谷口　郁美
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24 東近江市企画部広報課長 髙山　幸生

25 豊郷町企画振興課長 清水　純一郎

26 滋賀県知事公室広報課長 片山　昇

27
滋賀県総合企画部県民活動生活課
県民活動・協働推進室長

上山　輝幸

R2.12.24現在

「広報・県民運動専門委員会」委員名簿

経済・福祉・
観光・社会

学校関係

県

マスコミ

スポーツ

有識者

市町



第 79回国民スポーツ大会・第 24回全国障害者スポーツ大会 

広報基本計画 新旧対照表 

 

【改正の概要】 

 全体スケジュールを変更 

 ・両大会の開催延期に伴い、全体スケジュールを令和７年度まで延長 

 ・令和２年度に「開催内定」を追加 

 ・令和３年度以降の予定は１年延期 

改正前 改正後 

１ 目的（略） 

２ 広報の手法（略） 

３ 活動展開の指針（略） 

４ 構成員の役割（略） 

５ 基本計画の進行管理（略） 

全体スケジュール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 目的（略） 

２ 広報の手法（略） 

３ 活動展開の指針（略） 

４ 構成員の役割（略） 

５ 基本計画の進行管理（略） 

全体スケジュール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

審議事項（１） 



 

第 79回国民スポーツ大会・第 24回全国障害者スポーツ大会 

広報基本計画（改正案） 

 

 第79回国民スポーツ大会・第24回全国障害者スポーツ大会（以下「両大会」と総称

する。）に向けて、第79回国民スポーツ大会・第24回全国障害者スポーツ大会広報基

本方針に基づき、次の広報活動を積極的かつ効果的に推進する。 

 

１ 目的 

  両大会の開催意義を広く県民に周知し、その理解を深めることにより、両大会へ

の参加意識の高揚を図り、県民総参加でつくる両大会につなげるとともに、滋賀や

両大会の魅力を全国に発信することを目的とする。 

 

２ 広報の手法 

（１）愛称・スローガン等による広報 

   両大会を象徴する愛称・スローガン等を策定し、普及する。 

①愛称・スローガンの制定および普及 

②マスコットキャラクターの制定および普及 

③イメージソング・ダンス等の制定および普及 

 

（２）各種広報物品による広報 

   各種広報物品の作成や既存の広報誌等を活用した、積極的な広報活動を展開す

る。 

①両大会広報誌の発行 

②ポスターの作成 

③パンフレット、リーフレット、ちらしの作成 

④広報グッズの作成 

⑤各種ガイドブックの作成 

 

（３）多様なメディアによる広報 

   報道機関との連携およびインターネットなど多様なメディアにより、広域的か

つ効果的な広報活動の展開を図る。 

   ①新聞、ラジオ、テレビ等による広報活動の推進 

   ②県や市町、各種団体等の広報媒体の活用 

   ③専用ホームページの開設やＳＮＳ（ソーシャル・ネットワーキング・サービ

ス）、動画共有サイト等のソーシャルメディアの活用 



 

（４）イベント等による広報 

   両大会開催までの節目などにおいてイベントを開催するとともに、各種イベン

トや事業と連携した広報活動を実施する。 

   ①開催内定イベント、開催決定イベント等の開催 

②県や市町、各種団体等が主催するイベントにおけるＰＲ活動等の実施 

③「しがスポーツ大使」の参加するイベントとのタイアップ 

④「子ども・若者参画特別委員会(通称：ジュニア・ユースチーム)」との連携 

⑤出前講座を活用した広報 

 

（５）屋外広告物による広報 

   広告塔や横断幕等を設置して両大会開催の広報に努める。 

   ①のぼり、横断幕、懸垂幕の設置 

②歓迎塔、歓迎アーチ等の設置 

   ③広報看板、カウントダウンボード等の設置 

 

（６）映像等による広報 

   県民の参加意識の高揚を図るため、映像を活用した広報を実施する。 

①先催県の両大会映像等（ＤＶＤ等）の貸出 

②広報用映像の制作およびインターネット等での公開 

    

（７）記録映像等の制作 

  両大会の成果を永く記録にとどめるため、記録映像等を制作する。 

  ①記録映像の制作 

  ②記録写真集の制作 

 

 （８）参加章等の作成 

   両大会の開催を記念し、大会参加章や記念章を作成する。 

 

（９）その他広報 

   その他、広報基本方針に基づき、効果的な広報を実施する。 

 

３ 活動展開の指針 

（１）わかりやすい広報 

見る側や聞く側など、受け手に配慮した、誰にでも伝わるわかりやすい広報に

努める。 



  

（２）媒体の特性に応じた広報 

   それぞれの広報媒体の強みを活かした広報に努める。 

  

（３）状況に応じた広報 

   時間や場所、タイミングに配慮した広報を実施するとともに、その時々で最も

効果的な広報媒体による情報発信に努める。 

 

 （４）さまざまな主体との連携・協働 

   県民総参加でつくる両大会に向け、両大会の広報についても、県内の多様な主

体と連携・協働のもとに展開する。 

 

 （５）募金活動との連携 

   募金活動における取組とも連携して広報活動を実施し、相乗的な効果を生み出

せるように努める。 

 

 （６）両大会後につながる広報 

   両大会に向けた広報はもちろん、両大会終了後も多くの方々が滋賀県を訪れて

いただけるよう、滋賀の持つ魅力の発信にも努める。 

  

（７）受け手の声を反映する広報 

   広報活動を実施する際に、できる限り受け手の声を取り入れ、今後の広報活動

や両大会運営にも活かすよう努める。 

 

４ 構成員の役割 

  開催準備委員会の構成員は、各々の特性に応じた広報活動を行うとともに、互い

に連携・協働しながら両大会や滋賀の魅力を発信するよう努める。 

 

５ 基本計画の進行管理 

  基本計画については、取組の進捗状況等を「広報・県民運動専門委員会」におい

て毎年検証するとともに、必要があるときは、開催準備委員会の常任委員会の議決

を経て変更する。 
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先催県の大会映像等の貸出
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開催直前
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第 79回国民スポーツ大会・第 24回全国障害者スポーツ大会 

県民運動基本計画 新旧対照表 

 

【改正の概要】 

 「３ 主な推進スケジュール」を変更 

 ・両大会の開催延期に伴い、全体スケジュールを令和７年度(2025年度)まで延長 

 ・令和２年度(2020年度)に「開催内定」を追加 

 ・開催３年前以降の予定は１年延期 

改正前 改正後 

１ 取組（略） 

２ 取組の進め方（略） 

３ 主な推進スケジュール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 取組（略） 

２ 取組の進め方（略） 

３ 主な推進スケジュール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

第 79 回国民スポーツ大会・第 24回全国障害者スポーツ大会 

県民運動基本計画（改正案） 

 

第 79 回国民スポーツ大会・第 24 回全国障害者スポーツ大会県民運動基本方針に基づき、第 79

回国民スポーツ大会・第 24 回全国障害者スポーツ大会の県民運動は、県民一人ひとりが、様々な

形で大会に参加、協力し、理解を深めることにより、「県民」・「来県者」がともに満足し、「滋賀県」

に将来に渡って引き継がれるレガシーを遺す「三方（さんぽう）よし」の大会を実現するために、

以下の取組を推進します。 

また、「健康長寿」、「ボランティア活動の年間行動率」など本県が「日本一」である特徴を活か

した取組を展開します。 

  

１ 取組  

（１）「滋賀といえばこれ！」と思う“もの・こと”で滋賀を訪れる方々を迎え、交流することで、

「ええやん滋賀！」と感じてもらえるよう、あたたかいおもてなしをしましょう。 

・ 琵琶湖を中心とした豊かな自然や歴史、文化、食など滋賀の地域資源でもてなします。 

・ 福祉先進県として、県民の誰もが、思いやりの心をもって、障害のあるなしに関わらず、

訪れる人が快適に過ごせるようもてなします。 

・ 滋賀県選手はもとより、県外の選手に対してもあたたかな声援で応援します。 

・ 手作りののぼり旗や横断幕などで歓迎します。 

・ あいさつ運動やマナーアップ運動を展開し、明るい笑顔で元気なあいさつ、親切な応対等、

琵琶湖のようにさわやかにもてなします。 

・ 花いっぱい運動やクリーンアップ運動を展開し、琵琶湖・河川・道路等の環境美化に努め、

きれいな街でもてなします。 

・ 交通安全運動や防犯運動を展開し、安全・安心に過ごせるようにします。 

 

（２）いつまでも健康でいられるよう、「する」「みる」「支える」といった様々な関わり方で親し

める「マイスポーツ」を見つけましょう。 

・ デモンストレーションスポーツや会場地市町等におけるスポーツ教室、各種スポーツイベ

ント等に参加します。 

・ 障害のあるなしや年齢などに関わらず、誰もが楽しめるスポーツに取り組み、交流を通じ、

障害に対する理解を深めます。 

・ ライフステージに応じたスポーツ活動に取り組み、健康長寿日本一を継続します。 

・ 両大会にゆかりのある、滋賀のアスリート等と交流します。 

・ 両大会のイメージダンスを覚えて、踊ります。 

・ 両大会をはじめとする各種競技会などに出かけ、観戦・応援します。 

・ 地域のスポーツ活動を応援します。 

 

 

 



（３）大会やイベント会場に足を運んだり、ボランティア活動に参加するなどの関わりを通じて、

みんなで一緒に大会や地域を盛り上げましょう。 

・ ボランティア活動の年間行動者率日本一を活かし、障害のあるなしや年齢に関わらず、県

民総参加で取り組みます。 

・ スマートフォン・パソコン所有率日本一を活かし、大会に関するイベント等の情報をＳＮ

Ｓ等で発信します。 

・ 子ども・若者・女性の関心を高める広報やイベントを通じて、両大会の参加を促します。 

・ 開・閉会式など両大会の関連イベント・行事等に参加します。 

・ 両大会に関するボランティア活動に、積極的に参加します。 

・ 両大会をはじめとする競技会などに出かけ、あたたかく応援します。 

・ 両大会のイメージソングやイメージダンスによって、心をひとつにして盛り上げます。 

・ 募金や企業協賛で、両大会の開催準備・運営を支援します。 

 

２ 取組の進め方 

（１）県準備（実行）委員会は、全体的な計画や取組を定め、この運動の普及・啓発活動を 

行うとともに、市町準備（実行）委員会や各種団体等と連携し、全県域における運動を展開し

ます。 

（２）市町準備（実行）委員会は、地域の特性に応じた計画や取組を定め、地域における普 

及・啓発活動を行うとともに、地域住民や各種団体等と協力し、市町における運動を展開しま

す。 

（３）学校や企業、ＮＰＯ法人、各種団体等は、それぞれの活動の中でその特徴を活かした 

県民運動を企画し、取組を行うとともに、県および市町ならびに各主体の運動に参加・協力し

ます。 

 

３ 主な推進スケジュール 
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わた SHIGA 輝く国スポ・障スポ 

県民運動アクションプログラムについて 

 

 

【わた SHIGA 輝く国スポ・障スポ県民運動の趣旨】 

令和７年(2025 年)に開催する第 79回国民スポーツ大会・第 24 回全国障害者スポーツ大会の県民運 

動は、県民一人ひとりが、様々な形で大会に参加、協力し、理解を深めることにより、「県民」・「来県 

者」がともに満足し、「滋賀県」に将来に渡って引き継がれるレガシーを遺す「三方（さんぽう）よし」 

の大会を実現するために、以下の取組を推進します。 

また、「健康長寿」、「ボランティア活動の年間行動率」など本県が「日本一」である特徴を活かした 

取組を展開します。 

  
【県民運動アクションプログラムとは】 

この県民運動アクションプログラムは、「第 79 回国民スポーツ大会・第 24 回全国障害者スポーツ大 

会県民運動基本方針」および「第 79 回国民スポーツ大会・第 24 回全国障害者スポーツ大会県民運動 

基本計画」に基づき、県民総参加による『わた SHIGA 輝く国スポ・障スポ』の開催をめざし、県民の 

参加ができるよう、県・市町および県・市町準備（実行）委員会が行う内容と実施スケジュールを示し 

たものです。 

 

【県民運動３つの基本目標】 

１ 「滋賀といえばこれ！」と思う“もの・こと”で滋賀を訪れる方々を迎え、交流することで、「え 

えやん滋賀！」と感じてもらえるよう、あたたかいおもてなしをしましょう。 

２ いつまでも健康でいられるよう、「する」「みる」「支える」といった様々な関わり方で親しめる 

「マイスポーツ」を見つけましょう。 

３ 大会やイベント会場に足を運んだり、ボランティア活動に参加するなどの関わりを通じて、み 

んなで一緒に大会や地域を盛り上げましょう。 

 

【県民運動推進における役割】 

県民の皆さん 

 〇県民一人ひとり 

それぞれの立場で、県および県準備（実行）委員会や市町、市町準備（実行）委員会、関係機関・ 

団体、学校、企業、ＮＰＯ、ボランティア等が推進する活動に自発的、積極的に参加する。 

〇地域団体、ＮＰＯ、ボランティア団体、学校、企業等 

県および県準備（実行）委員会や市町、市町準備（実行）委員会と協力し、県民運動の担い手 

として、普及・啓発を行うとともに、それぞれが連携を図りながら、自主的な活動を積極的に行う。 

 

市町・市町準備（実行）委員会 

各市町の実情に応じた県民運動の推進計画を定め、普及・啓発活動を行うとともに、地域住民や 

各種団体等と協力して、地域の特性に応じた取組を推進する。 

 

県・県準備（実行）委員会 

県民運動の全県的な推進計画を定め、普及・啓発活動を行うとともに、市町、市町準備（実行） 

委員会や各種団体等との連携を図り、全県的な運動の支援を行う。 

 

 

 

１ 



 

 

 



基本目標ごとの具体的な取組について 

  

 

基本目標 １  

「滋賀といえばこれ！」と思う“もの・こと”で滋賀を訪れる方々を迎え、交流する 

ことで、「ええやん滋賀！」と感じてもらえるよう、あたたかいおもてなしをしましょ 

う。 

 

 

  全ての県民が来県者を誠意とまごころを持ってあたたかく迎え、来県者が県民との出会い 

 や交流を通して、楽しみ、参加できる場を提供するなど、心のこもった滋賀の「おもてなし」 

を全国に伝える活動に取り組みます。 

 

 

（1） 琵琶湖を中心とした豊かな自然や歴史、文化、食など滋賀の地域資源でもてなします。 

【早期から行う取組】 

・豊かな自然や歴史、文化、食など、滋賀やわがまちの多彩な魅力を再認識し、訪れ 

る方々に紹介する。 

・県産の食材について知るとともに、滋賀の食文化を学ぶ。 

 【会期中に行う取組】 

・来県者をご当地グルメ、特産品でもてなす。 

・総合開・閉会式会場や競技会場、大会関連イベント会場等で、滋賀やわがまちの名 

産品や特産品をＰＲする。 

・県内各地の歴史、祭り、文化の普及・啓発を目的とした展覧会などの文化プログラ 

ムに参加する。 

 

(2) 福祉先進県として、県民の誰もが、思いやりの心をもって、障害のあるなしに関わらず、 

訪れる人が快適に過ごせるようもてなします。 

 【早期から行う取組】 

・学校や地域で開催される手話などの福祉講座等を通じて障害の特性を学び、障害者 

理解に努める。 

  ・「障害の社会モデル」の考え方を理解し、社会のバリアを取り除く実践として合理的配 

慮に取り組む。 

 

(3) 滋賀県選手はもとより、県外の選手に対してもあたたかな声援で応援します 

【直前に行う取組】 

・学校や団体で応援メッセージを作成し、県外チームに送る。 

●趣旨 

●県民のみなさんの取組例 



【会期中に行う取組】 

・学校や団体で各都道府県応援団を結成し、競技会場で選手を応援する。 

 

(4) 手作りののぼり旗などで歓迎します。 

【直前に行う取組】 

・手作りののぼりや案内看板、歓迎装飾の製作に参加し、来県した選手団を温かく 

迎える。 

 【会期中に行う取組】 

・手作りの都道府県応援のぼりを作成し、競技会場で国スポ・障スポ選手を応援する。 

 

(5) あいさつ運動やマナーアップ運動を展開し、明るい笑顔で元気なあいさつ、親切な 

応対等、琵琶湖のようにさわやかにもてなします。 

【早期から行う取組】 

・全国から集まる来県者に笑顔でさわやかなあいさつをし、親切丁寧な応対をする。 

・困っている人を手助けするなどマナーアップに積極的に取り組む。 

【直前に行う取組】 

  ・県や市が開催するおもてなし講習会等に参加する。 

 

(6) 花いっぱい運動やクリーンアップ運動を展開し、琵琶湖・河川・道路等の環境美化に努 

め、きれいな街でもてなします。 

【早期から行う取組】 

・循環型社会づくりや３Ｒ活動に参加し、環境にやさしい取組をする。 

・地域や琵琶湖の環境美化活動に参加し、ゴミ拾いなどの清掃活動を行う。 

・大会推奨花を育てる他、地域の花いっぱい運動に参加する。 

【直前に行う取組】 

・競技会場や地域など、身近な施設をたくさんの花で飾る。 

・総合開・閉会式会場や競技会場の清掃活動に参加する。 

 

(7) 交通安全運動や防犯運動を展開し、安全・安心に過ごせるようにします。 

【早期から行う取組】 

・地域で実施する交通安全運動や防犯パトロールに参加する。 

 

 

 (1) 琵琶湖を中心とした豊かな自然や歴史、文化、食など滋賀の地域資源でもてなします。 

【早期から行う取組】 

・市町が有する豊かな自然や歴史、文化、食などの多彩な地域の魅力を再認識し、県内外 

に向け情報発信する。 

・地産地消の取組や、「滋賀の食材」を味わう食育活動を推進する。 

●市町、市町準備（実行）委員会の取組例 



・ホームページ等で郷土料理やご当地グルメ、特産品を紹介する。 

・地域の特産品のＰＲや販売を促進し、全国に発信する。 

【会期中に行う取組】 

・競技会場に、郷土料理やご当地グルメ、特産品によるおもてなしコーナーを設置する。 

 

(2) 福祉先進県として、県民の誰もが、思いやりの心をもって、障害のあるなしに関わらず、 

訪れる人が快適に過ごせるようもてなします。 

【直前に行う取組】 

・市町内の施設のユニバーサルデザイン情報を発信するとともに、誰もが施設を使いや

すくなるように施設設置者に呼びかける。 

・地域の公民館等で障害の体験や手話などの福祉講座を実施する。 

・各学校に手話講座等の出前授業を推進する。 

・競技会場施設のユニバーサルデザイン化を推進するとともに、障害者が使いやすいト 

イレ等の整備を促進する。 

  ・ユニバーサルデザインの考え方等について、普及・啓発活動を実施する。 

【会期中に行う取組】 

・競技会場に手話通訳者や誘導補助員を配置する。 

 

(3) 滋賀県選手はもとより、県外の選手に対してもあたたかな声援で応援します。 

【会期中に行う取組】 

・学校や地域と連携して各都道府県応援団を結成し，競技会場で選手を応援する。 

 

(4) 手作りののぼり旗や横断幕などで歓迎します。 

【直前に行う取組】 

・学校や地域づくり団体等へ取組を依頼する。 

・競技会場やその沿道などに手づくりの案内看板や都道府県応援のぼりなどを設置する。 

・競技会場とその周辺を看板、横断幕、花等を活用して、歓迎装飾する。 

 

(5) あいさつ運動やマナーアップ運動を展開し、明るい笑顔で元気なあいさつ、親切な応対 

等、琵琶湖のようにさわやかにもてなします。 

【早期から行う取組】 

・広報誌やホームページ等を通じて、あいさつ・声かけ、マナーアップ、交通安全、防犯 

活動等の運動を展開し、市町民への普及・啓発、参加の呼びかけをする。 

【直前に行う取組】 

・おもてなし講習会等を実施する。 

 

(6) 花いっぱい運動やクリーンアップ運動を展開し、琵琶湖・河川・道路等の環境美化に努 

め、きれいな街でもてなします。 

 



【早期から行う取組】 

・既存の環境美化活動と連携し、推進する取り組みをする。 

・公共交通機関等を利用する取組（エコ通勤）への参加を促進する。 

・学校、地域住民、ＮＰＯ等の団体に、大会推奨花の栽培を依頼し、競技会場等を花で装 

飾する。 

【直前に行う取組】 

・競技会場や公共施設、観光地、琵琶湖周辺等の清掃活動を実施する。 

【会期中に行う取組】 

・パーク＆ライドを実施し、大会期間中のマイカー利用の自粛や交通規制への協力を 

呼びかける。 

 

(7) 交通安全運動や防犯運動を展開し、安全・安心に過ごせるようにします。 

【早期から行う取組】 

・広報誌やホームページ等を通じて、あいさつ・声かけ、マナーアップ、交通安全、防犯 

活動等の運動を展開し、市町民の普及・啓発、参加を呼びかける。（再掲） 

・学校や各団体と協力し、交通安全教室や防犯教室を実施する。 

 

 

 (1) 琵琶湖を中心とした豊かな自然や歴史、文化、食など滋賀の地域資源でもてなします。 

【早期から行う取組】 

・滋賀の豊かな自然や歴史、文化、食などの多彩な魅力を県内外に情報発信する。 

・地産地消の取組「おいしが、うれしが」キャンペーンや食育活動を推進する。 

・ホームページや情報誌等で郷土料理やご当地グルメ、特産品を紹介する。 

・滋賀の特産品をＰＲし、販売を促進する。 

・滋賀県産農林水産物の安心・安全の情報を発信する。 

・様々な広報媒体を活用し、観光情報を発信する。 

【会期中に行う取組】 

・総合開・閉会式会場におもてなし広場（特産品・観光ブース等）を設置するとともに、 

競技会場のおもてなしコーナーの設置を推進する。 

 

(2) 福祉先進県として、県民の誰もが、思いやりの心をもって、障害のあるなしに関わらず、 

訪れる人が快適に過ごせるようもてなします。 

【早期から行う取組】 

・滋賀県内の公共施設や宿泊施設等のユニバーサルデザイン情報を発信するとともに、 

 誰もが施設を使いやすくなるように施設設置者に呼びかける。 

・競技施設のユニバーサルデザイン化を推進するとともに、障害者が使いやすいトイレ等 

の整備を促進する。 

・ユニバーサルデザインの考え方等について研修や普及・啓発活動を実施する。 

●県、県準備（実行）委員会の取組例 



(3) 滋賀県選手はもとより、県外の選手に対してもあたたかな声援で応援します。 

【会期中に行う取組】 

・総合開・閉会式で都道府県応援団を結成するとともに、各競技会場で選手を応援する。 

 

(4) 手作りののぼり旗や横断幕などで歓迎します。 

【直前に行う取組】 

・手づくりののぼりや案内看板などの製作を支援するとともに、総合開・閉会式会場やそ 

の沿道などに設置する。 

・総合開・閉会式会場や主要駅等とその周辺、観光地を看板、横断幕、花等を活用して、 

歓迎装飾を実施する。 

 

(5) あいさつ運動やマナーアップ運動を展開し、明るい笑顔で元気なあいさつ、親切な応対 

等、琵琶湖のようにさわやかにもてなします。 

【早期から行う取組】 

・広報誌やホームページ等を通じて、あいさつ、声かけ、マナーアップ、交通安全、防犯 

運動等の普及・啓発を図る。 

【直前に行う取組】 

・市町や各種団体によるおもてなし講習会等の実施を促進する。  

【会期中に行う取組】 

・主要駅に総合案内所等を設置し、地域情報や観光、おもてなし情報を発信する。 

 

(6) 花いっぱい運動やクリーンアップ運動を展開し、琵琶湖・河川・道路等の環境美化に努 

め、きれいな街でもてなします。 

【早期から行う取組】 

・琵琶湖一斉清掃や既存の環境美化活動等と連携し、取組を推進する。 

・公共交通機関等を利用する取組（エコ通勤等）への参加を促進する。 

・大会推奨花を決定し、試験栽培を実施する。 

・花育てガイドを作成・配布し、花いっぱい運動を推進する。 

【直前に行う取組】 

・鉄道、道路、道の駅、道路沿線、高速道路 SA・PA などの管理者に協力を依頼し、花で 

装飾する。 

・広報誌やホームページ等を活用して、花いっぱい運動に関する情報を発信する。 

・総合開・閉会式会場周辺の清掃活動、花の装飾を実施する。 

【会期中に行う取組】 

・パーク＆ライドを実施し、大会期間中のマイカー利用の自粛や交通規制への協力を呼び 

かける。 

 

 

 



(7) 交通安全運動や防犯運動を展開し、安全・安心に過ごせるようにします。 

【早期から行う取組】 

・広報誌やホームページ等を通じて、あいさつ・声かけ、マナーアップ、交通安全、防犯 

活動等の普及・啓発を図る。（再掲） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 R2 

(2020) 
R3 

(2021) 
R4 

(2022) 
R5 

(2023) 
R6 

(2024) 
R7 

(2025) 

・琵琶湖を中心とした豊かな自然や歴史、文化、

食など滋賀の地域資源でもてなします。 

      

 地域資源の魅力を情報発信 

 食育活動の推進 

 ＨＰ等で郷土料理や特産品を紹介 

 特産品等のブース設置 

      

・福祉先進県として、県民の誰もが、思いやり

の心をもって、障害のあるなしに関わらず、訪

れる人が快適に過ごせるようもてなします。 

      

 会場のユニバーサルデザイン化の推進 

 施設や交通機関のバリアフリー情報発信 

 ユニバーサルデザイン研修、普及啓発活動 

      

・滋賀県選手はもとより、県外の選手に対して

もあたたかな声援で応援します。 

      

 温かい応援実施       

・手作りののぼり旗や横断幕などで歓迎しま

す。 

      

 のぼりや案内看板等制作・設置 

歓迎装飾等の実施 

      

・あいさつ運動やマナーアップ運動を展開し、
明るい笑顔で元気なあいさつ、親切な応対等、
琵琶湖のようにさわやかにもてなします。 

      

おもてなし講習会の実施 

 観光情報・観光資源の情報発信 

      

・花いっぱい運動やクリーンアップ運動を展開
し、琵琶湖・河川・道路等の環境美化に努め、
きれいな街でもてなします。 

      

推奨花決定、試験栽培、栽培 

花育てガイドブックの作成・配布 

会場・主要交通機関沿線等を花で装飾 

花いっぱい運動の情報発信 

既存の活動と琵琶湖一斉清掃等の推進 

      

・交通安全運動や防犯運動を展開し、安全・安

心に過ごせるようにします。 

      

 交通安全・防犯活動の普及・啓発情報発信 

 大会期間中の公共交通機関の利用促進 

      

 

●実施スケジュール案 

は実施期間 は検討・準備期間 



 

基本目標 ２  

いつまでも健康でいられるよう、「する」「みる」「支える」といった様々な関わり方 

で親しめる「マイスポーツ」を見つけましょう。 

 

 

国スポ・障スポの開催を契機に県民のスポーツへの関心を高め、子どもから高齢者まで生 

涯にわたってスポーツ活動に親しむことで、県民の健康づくりを推進し、健康長寿を目指し 

ます。 

 

 

(1) デモンストレーションスポーツや会場地市町等におけるスポーツ教室、各種スポーツイ 

ベント等に参加します。 

【早期から行う取組】 

・地域で開催されるスポーツ教室やスポーツイベントに参加し、スポーツに親しむ。 

【直前に行う取組】 

・デモンストレーションスポーツ、オープン競技に参加し、参加者同士の交流を広げると 

ともに、参加者みんなで楽しむ。 

 

(2) 障害のあるなしや年齢などに関わらず、誰もが楽しめるスポーツに取り組み、交流を通 

じ、障害に対する理解を深めます。 

【早期から行う取組】 

・障害者スポーツについて学び理解を深めたり、体験イベント等に参加するなどする。 

 

(3) ライフステージに応じたスポーツ活動に取り組み、健康長寿日本一を継続します。 

【早期から行う取組】 

・自分に合ったマイスポーツを見つけ、生涯にわたりスポーツを楽しむ。 

・スポーツ少年団活動や運動部活動への参加、学校での体力づくりに取り組む。  

・職場、地域、家庭での健康づくりや体力づくりに取り組む。 

・家族や仲間と行う「ビワイチ」で、健康づくりや地域の魅力発見を行う。 

 

(4) 両大会にゆかりのある、滋賀のアスリート等と交流します。 

【早期から行う取組】 

・滋賀県出身のアスリートの応援に行く。 

 

(5) 両大会のイメージダンスを覚えて、踊ります。 

【早期から行う取組】 

●趣旨 

●県民のみなさんの取組例 



・学校や地域をはじめとするイベントや祭り等において、大会イメージダンスを踊り、楽 

しむ。 

  ・県や市町が実施するイメージダンスの講習会に参加する。 

(6) 両大会をはじめとする各種競技会などに出かけ、観戦・応援します。 

【早期から行う取組】 

・全国レベルのパフォーマンスを体感するために競技会場に出かけ観戦する。 

【直前に行う取組】 

・大会ホームページに選手への応援メッセージを送る。 

【会期中に行う取組】 

・競技会場で応援グッズ等を使って、選手にエールを送る。 

 

(7) 地域のスポーツ活動を応援します。 

【早期から行う取組】 

・地域のスポーツチームを応援する。 

・プロスポーツなどの地元チーム「滋賀レイクスターズ」や「東レアローズ」、「ＭＩＯび 

わこ滋賀」、「オセアン滋賀ブラックス」等の試合を観戦し、応援する。 

 

 

(1) デモンストレーションスポーツや会場地市町等におけるスポーツ教室、各種スポーツイ 

ベント等に参加します。 

【早期から行う取組】 

・公共施設等において、スポーツ教室や各種イベントを実施する。 

・デモンストレーションスポーツ、オープン競技の競技紹介や体験イベント等の情報を発 

信する。 

【直前に行う取組】 

・デモンストレーションスポーツを実施する。 

 

(2) 障害のあるなしや年齢などに関わらず、誰もが楽しめるスポーツに取り組み、交流を通 

じ、障害に対する理解を深めます。 

【早期から行う取組】 

・障害者スポーツの体験会等の情報をホームページ等で発信する。 

 

(3) ライフステージに応じたスポーツ活動に取り組み、健康長寿日本一を継続します。 

【早期から行う取組】 

・地域のスポーツイベントや開催競技の体験教室の情報を発信する。 

・公共のスポーツ施設や学校体育施設の有効活用を推進する。 

・運動やスポーツの日常化に向けた学校での取組を推進する。 

・職場、地域、家庭での健康づくりや体力づくりを推進する。 

●市町、市町準備（実行）委員会の取組例 



・健康づくりに関する講座や運動の機会を提供する。 

 

(4) 両大会にゆかりのある、滋賀のアスリート等と交流します。 

【直前に行う取組】 

・滋賀県出身のアスリートとの交流イベントを開催する。 

 

(5) 両大会のイメージダンスを覚えて、踊ります。 

【早期から行う取組】 

・市町のイベントや地域の祭り等で、大会イメージダンスを活用する。 

・ダンス講習会やダンスイベントへの参加を促進する。 

 

(6) 両大会をはじめとする各種競技会などに出かけ、観戦・応援します。 

【直前に行う取組】 

・ＳＮＳやホームページ等で競技会場、競技内容、参加県選手団等の紹介をする。 

・応援メッセージを募集し、ホームページ等に掲載する。 

・応援グッズを製作し、配布する。 

  

(7) 地域のスポーツ活動を応援します。 

【早期から行う取組】 

・地域のプロスポーツチームを応援する。 

・地域のスポーツチームや地域周辺でのスポーツイベント等の情報を発信する。 

・各種競技会や体験教室など地域のスポーツイベントを支援する。 

 

 

(1) デモンストレーションスポーツや会場地市町等におけるスポーツ教室、各種スポーツイ 

ベント等に参加します。 

【早期から行う取組】 

・デモンストレーションスポーツ、オープン競技の競技紹介や体験教室等の情報を発信す 

る。 

・デモンストレーションスポーツ、オープン競技を県民に周知する。 

【直前に行う取組】 

・デモンストレーションスポーツを実施する市町や競技団体を支援する。 

 

(2) 障害のあるなしや年齢などに関わらず、誰もが楽しめるスポーツに取り組み、交流を通 

じ、障害に対する理解を深めます。 

【早期から行う取組】 

・広報誌やホームページ等で障害者スポーツに関連する情報を発信する。 

・障害者のスポーツへの参加意欲の向上と機会の充実を図り、安心してスポーツに参加で 

●県、県準備（実行）委員会の取組例 



きる環境づくりを促進する。 

・啓発活動の中に障害者スポーツ体験コーナーを設置する。 

 

(3) ライフステージに応じたスポーツ活動に取り組み、健康長寿日本一を継続します。 

【早期から行う取組】 

・県内のスポーツ活動の取組等の情報を発信する。 

・公共のスポーツ施設や学校開放事業の有効活用を推進する。 

・運動やスポーツの日常化に向けた学校での取組を推進する。 

・運動部活動の活性化を図る。 

・職場、地域、家庭での健康づくりや体力づくりを推進する。 

 

(4)  両大会にゆかりのある、滋賀のアスリート等と交流します。 

【早期から行う取組】 

・オリンピック、パラリンピック、世界大会、両大会などに出場する本県ゆかりの選手の

情報を発信する。 

 【直前に行う取組】 

・本県ゆかりのアスリートを招聘し、スポーツ体験イベント等を実施する。 

 

(5) 両大会のイメージダンスを覚えて、踊ります。 

【早期から行う取組】 

・イメージダンスを動画映像やホームページ等を活用して普及する。 

・指導者育成のための国スポ・障スポダンス講習会やダンスイベントを開催する。 

 

(6) 両大会をはじめとする各種競技会などに出かけ、観戦・応援します。 

【早期から行う取組】 

・ＳＮＳやホームページ等で競技会場、競技内容、参加県選手団等を紹介する。 

【直前に行う取組】 

・応援メッセージを募集し、ホームページ等へ掲載する。 

・滋賀県応援グッズの製作や配布を推進する。 

 

(7) 地域のスポーツ活動を応援します。 

【早期から行う取組】 

・県内で開催されるスポーツ大会・スポーツイベント等の情報を発信する。 

・プロスポーツなどの地元チーム「滋賀レイクスターズ」や「東レアローズ」、「ＭＩＯび 

わこ滋賀」、「オセアン滋賀ブラックス」等の試合、スポーツキャンプ等の情報を発信す 

る。 

  ・県内のスポーツイベントや国スポ・障スポ開催競技の体験教室等の情報を発信し、 

県民の参加を促進する。 



 

 R2 
(2020) 

R3 
(2021) 

R4 
(2022) 

R5 
(2023) 

R6 
(2024) 

R7 
(2025) 

・デモンストレーションスポーツや会場地市町
等におけるスポーツ教室、各種スポーツイベン
ト等に参加します。 

      

 デモンストレーションスポーツ、オープン競

技の情報発信 

 デモンストレーションスポーツ、オープン競

技の実施 

      

・障害のあるなしや年齢などに関わらず、誰も
が楽しめるスポーツに取り組み、交流を通じ、
障害に対する理解を深めます。 

      

 障害者スポーツの体験や情報発信       

・ライフステージに応じたスポーツ活動に取り

組み、健康長寿日本一を継続します。 

      

 県内スポーツ活動の取組等の情報発信 

 公共スポーツ施設等の有効利用の推進 

 日常的にスポーツができる取組の推進 

 健康づくり事業の推進 

      

・両大会にゆかりのある、滋賀のアスリート等

と交流します。 

      

 本県ゆかりのアスリートの情報発信 

 アスリートを招き、スポーツ教室の実施 

      

・両大会のイメージダンスを覚えて、踊ります       

 ダンス制作・普及・啓発、講習会の実施       

・両大会をはじめとする各種競技会などに出か

け、観戦・応援します。 

      

ＳＮＳ等で参加選手団の情報発信 

応援メッセージの募集 

応援グッズの製作・配布の推進 

      

・地域のスポーツ活動を応援します。       

 地域スポーツやスポーツイベントの情報発

信 

      

 

 

 

 

 

 

 

●実施スケジュール案 

は検討・準備期間 は実施期間 



 

 基本目標 ３ 

大会やイベント会場に足を運んだり、ボランティア活動に参加するなどの関わりを  

  通じて、みんなで一緒に大会や地域を盛り上げましょう。 

 

 

  選手の応援や様々なイベント、ボランティア活動等に参加することで、大会を「する」「み 

る」「支える」といった関わりを持ち、すべての県民が参加する「県民総参加」による取組 

を推進し、大会を盛り上げます。 

 

 

(1) ボランティア活動の年間行動者率日本一を活かし、障害のあるなしや年齢に関わらず、 

県民総参加で取り組みます。 

【早期から行う取組】 

・ボランティア講習会に参加する。 

・ボランティア活動に参加する。 

 

(2) スマートフォン・パソコン所有率日本一を活かし、大会に関するイベント等の情報をＳ 

ＮＳ等で発信します。 

【早期から行う取組】 

・ＳＮＳを使って国スポ・障スポの情報を投稿・拡散する。 

【直前に行う取組】 

・ホームページやＳＮＳで選手への応援メッセージを送る。 

 

(3) 子ども・若者・女性の関心を高める広報やイベントを通じて、両大会の参加を促します。 

 【早期から行う取組】 

・子どもや家族で、ショッピングモール等で開催されるスポーツイベントに参加する。 

    

(4) 開・閉会式など両大会の関連イベント・行事等に参加します。 

【早期から行う取組】 

・国スポ・障スポをテーマとした体験イベントや写真、ポスターコンクール等に参加する。 

【直前に行う取組】 

・総合開・閉会式の式典前演技や炬火イベント等に参加する。 

 

(5) 両大会に関するボランティア活動に、積極的に参加します。 

【直前に行う取組】 

・広報や大会のＰＲ活動などのボランティア活動に参加する。 

●趣旨 

●県民のみなさんの取組例 



【会期中に行う取組】 

・総合開・閉会式会場や競技会場等で、受付、案内、会場整理、会場美化、会場サービス、 

式典運営補助などのボランティア活動に積極的に参加する。 

・総合開・閉会式会場や競技会場等で、手話、要約筆記などのボランティア活動に参加す

る。 

 

(6) 両大会をはじめとする競技会などに出かけ、あたたかく応援します。 

【会期中に行う取組】 

・競技会場で応援グッズ等を使って、選手にエールを送る。 

・県内選手だけではなく、参加するすべての選手にエールを送る。 

 

(7) 両大会のイメージソングやイメージダンスによって、心をひとつにして盛り上げます。 

【早期から行う取組】 

・イメージダンスと併せて、様々なダンスや踊りをやってみる。 

・イメージソング、イメージダンスを覚えて、両大会の応援や盛り上げに参加する。 

   

(8) 募金や企業協賛で、両大会の開催準備・運営を支援します。 

【早期から行う取組】 

・国スポ・障スポへの募金や企業協賛で、大会に参加する。 

 

 

(1) ボランティア活動の年間行動者率日本一を活かし、障害のあるなしや年齢に関わらず、 

県民総参加で取り組みます。 

【早期から行う取組】 

・ボランティア募集の情報発信をする。 

・ボランティア講習会を開催するなど、ボランティアの参加を促進する。 

 

(2) スマートフォン・パソコン所有率日本一を活かし、大会に関するイベント等の情報をＳ  

ＮＳ等で発信します。 

【早期から行う取組】 

・愛称・スローガン、マスコットキャラクター（キャッフィー・チャッフィー）を活用し 

た情報を発信する。 

【直前に行う取組】 

・広報誌、ＳＮＳ、ホームページ等で競技会場、競技内容、地域にゆかりの選手を紹介し、 

選手を応援する。 

・応援メッセージを募集し、ホームページやＳＮＳで情報を発信する。 

 

 

●市町、市町準備（実行）委員会の取組例 



(3) 子ども・若者・女性の関心を高める広報やイベントを通じて、両大会の参加を促します。 

【早期から行う取組】 

・広報誌、ＳＮＳ等でイベントの情報を発信する。 

・子どもや女性が参加しやすいスポーツ体験イベントをショッピングモール等で開催する。 

  ・女性が参加しやすいイベントを企画・開催する。 

    

(4) 開・閉会式など両大会の関連イベント・行事等に参加します。 

【早期から行う取組】 

・国スポ・障スポやスポーツをテーマにしたイベント、文化行事等に協力する。 

【直前に行う取組】 

・炬火イベントなどを企画・開催をする。 

 

(5) 両大会に関するボランティア活動に、積極的に参加します。 

【早期から行う取組】 

・競技会運営ボランティア等を募集・育成する。 

・ボランティア講習会を開催する。 

【直前に行う取組】 

・ボランティア活動マニュアルの作成およびスタッフユニフォーム等の製作や配布を行う。 

 

(6) 両大会をはじめとする競技会などに出かけ、あたたかく応援します。 

【直前に行う取組】 

・応援グッズを制作し、配布する。 

【会期中に行う取組】 

・地域や学校等と連携し、競技会場での観戦や特色ある応援を推進する。 

 

(7) 両大会のイメージソングやイメージダンスによって、心をひとつにして盛り上げます。 

【早期から行う取組】 

・イメージソングやイメージダンスに親しむための講座や講習会等を実施する。 

・イメージソングの普及やイメージソングを活用した応援を推進する。 

 

(8) 募金や企業協賛で、両大会の開催準備・運営を支援します。 

【早期から行う取組】 

・国スポ・障スポへの募金や企業協賛制度に協力する。 

 

 

(1) ボランティア活動の年間行動者率日本一を活かし、障害のあるなしや年齢に関わらず、 

県民総参加で取り組みます。 

 

●県、県準備（実行）委員会の取組例 



【早期から行う取組】 

・ボランティア募集の情報を発信する。 

・ボランティア活動への参加を促進し、支援する人材の育成をする。 

・国スポ・障スポを契機として、研修の実施等により意識啓発を促進する。 

 

(2) スマートフォン・パソコン所有率日本一を活かし、大会に関するイベント等の情報をＳ 

ＮＳ等で発信します。 

【早期から行う取組】 

・愛称・スローガン、マスコットキャラクター（キャッフィー・チャッフィー）を活用し 

た情報発信や啓発を実施する。 

・ＳＮＳ、ホームページやテレビ、ラジオ、新聞、地域情報誌等の各種メディアを活用し 

て国スポ・障スポの情報を発信する。 

 

(3) 子ども・若者・女性の関心を高める広報やイベントを通じて、両大会の参加を促します。 

【早期から行う取組】 

・ＳＮＳを使って国スポ・障スポの情報を投稿・拡散する。 

・子ども・若者参画特別委員会（ジュニア・ユースチーム）による提言を両大会の開催に 

反映する。 

【直前に行う取組】 

・女性アスリートを講師に招いたセミナーや講座等を開催する。 

・広報誌等に国スポ・障スポで活躍する若者、女性アスリートのインタビュー等を掲載す 

る。 

 

(4) 開・閉会式など両大会の関連イベント・行事等に参加します。 

【直前に行う取組】 

・総合開・閉会式の式典前演技等を企画、実施する。 

・県民が参加できる大会イベント（炬火イベントなど）を企画、実施する。 

 

(5) 両大会に関するボランティア活動に、積極的に参加します。 

【早期から行う取組】 

・両大会を通じて、ボランティアリーダーの育成を図る。 

【直前に行う取組】 

・大会運営（受付、案内、会場整理、会場美化、会場サービス、式典運営補助など）、情 

報支援（手話や要約筆記など）、広報（大会のＰＲ活動など）等のボランティアを募集 

し、講習会を開催する。 

・ボランティア活動マニュアルの作成や、スタッフユニフォーム等の製作・配布を実施す 

る。 

                

 



(6) 両大会をはじめとする競技会などに出かけ、あたたかく応援します。 

【直前に行う取組】 

・滋賀県応援グッズの製作・配布の推進をする。 

・国スポ・障スポ応援グッズやマスコットグッズを製作・配布するなど，特色ある応援の 

促進をする。 

 

(7) 両大会のイメージソングやイメージダンスによって、心をひとつにして盛り上げます。 

【早期から行う取組】 

・イメージソング、イメージダンスを制作し、普及・啓発を図る。 

 

(8) 募金や企業協賛で、両大会の開催準備・運営を支援します。 

【早期から行う取組】 

・国スポ・障スポへの募金および企業協賛制度への協力依頼をする。 

・寄附付き国スポ・障スポグッズを製作、販売する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 R2 

(2020) 
R3 

(2021) 
R4 

(2022) 
R5 

(2023) 
R6 

(2024) 
R7 

(2025) 
・ボランティア活動の年間行動者率日本一を活
かし、障害のあるなしや年齢に関わらず、県民
総参加で取り組みます。 

      

 手話・要約筆記などで障害者を支援 

 ボランティアの募集 

 ボランティアの育成、実践活動 

      

・スマートフォン・パソコン所有率日本一を活
かし、大会に関するイベント等の情報をＳＮＳ
等で発信します。 

      

 ＳＮＳ等で大会情報を発信・投稿・拡散 

 マスコットキャラを活用した啓発・情報発信 

      

・子ども・若者・女性の関心を高める広報やイ

ベントを通じて、両大会の参加を促します。 

      

 女性アスリート講座の開催 

 広報誌等で女性アスリートの情報発信 

      

・開・閉会式など両大会の関連イベント・行事

等に参加します。 

      

 総合開・閉会式の式典等への参加 

 大会イベントの企画・実施 

      

・両大会に関するボランティア活動に、積極的

に参加します。 

      

 ボランティア活動マニュアルの作成等 

 ボランティア講座の開催 

      

・両大会をはじめとする競技会などに出かけ、

あたたかく応援します。 

      

応援グッズの製作・配布 

マスコットグッズの製作・配布 

      

・両大会のイメージソングやイメージダンスに

よって、心をひとつにして盛り上げます。 

      

 イメージソングの製作・普及・啓発       

・募金や企業協賛で、両大会の開催準備・運営

を支援します。 

      

 募金や企業協賛制度の構築、募集、協力依頼 

 募金付き国スポ・障スポグッズの製作、販売 

      

 

 

 

●実施スケジュール案 

は実施期間 は検討・準備期間 



 

 

 

 

 

第７９回国民スポーツ大会・第２４回全国障害者スポーツ大会 

県民運動基本方針 

 

 

１ 目的 

   第 79 回国民スポーツ大会・第 24 回全国障害者スポーツ大会（以下「大会」といいま

す。）の開催に向けて、県民一人ひとりが身近なことから関わって、「大会を盛り上げよ

う！」という気持ちが滋賀県内に大きく広がり、滋賀を訪れる方々をあたたかく迎える

人と地域の機運を高めるために、みんなで取組を進めます。 

   また、大会の開催を契機に、生涯にわたって気軽に親しめる「マイスポーツ」の発見

や、その活動を通じて生まれる様々な人との交流の輪を広げるとともに、滋賀の良いと

ころを発信することで自分が住む地域の魅力を再発見し、滋賀を愛するこころを育て、

その運動が大会終了後も人や地域に定着することを目的とします。 

 

２ 基本目標 

（１）「滋賀といえばこれ！」と思う“もの・こと”で滋賀を訪れる方々を迎え、交流する

ことで、「ええやん滋賀！」と感じてもらえるよう、あたたかいおもてなしをしましょう。 

 

（２）いつまでも健康でいられるよう、「する」「みる」「支える」といった様々な関わり方

で親しめる「マイスポーツ」を見つけましょう。 

 

（３）大会やイベント会場に足を運んだり、ボランティア活動に参加するなどの関わりを

通じて、みんなで一緒に大会や地域を盛り上げましょう。 

 

３ 運動の進め方 

   県民の方々や企業・団体のみなさんに運動が広がるよう、県・市町・競技団体はもと

より、県準備（実行）委員会の構成員は互いに連携・協働しながら取り組みます。 

平成 30 年(2018 年)５月 21 日 

第 ６ 回 常 任 委 員 会 決 定 

令和元年(2019 年)５月 17 日 

第 ７ 回 総 会 一 部 改 正 



 

 

 

第 79 回国民スポーツ大会・第 24回全国障害者スポーツ大会 

県民運動基本計画（改正案） 

 

第 79 回国民スポーツ大会・第 24 回全国障害者スポーツ大会県民運動基本方針に基づき、第 79

回国民スポーツ大会・第 24 回全国障害者スポーツ大会の県民運動は、県民一人ひとりが、様々な

形で大会に参加、協力し、理解を深めることにより、「県民」・「来県者」がともに満足し、「滋賀県」

に将来に渡って引き継がれるレガシーを遺す「三方（さんぽう）よし」の大会を実現するために、

以下の取組を推進します。 

また、「健康長寿」、「ボランティア活動の年間行動率」など本県が「日本一」である特徴を活か

した取組を展開します。 

  

１ 取組  

（１）「滋賀といえばこれ！」と思う“もの・こと”で滋賀を訪れる方々を迎え、交流することで、

「ええやん滋賀！」と感じてもらえるよう、あたたかいおもてなしをしましょう。 

・ 琵琶湖を中心とした豊かな自然や歴史、文化、食など滋賀の地域資源でもてなします。 

・ 福祉先進県として、県民の誰もが、思いやりの心をもって、障害のあるなしに関わらず、

訪れる人が快適に過ごせるようもてなします。 

・ 滋賀県選手はもとより、県外の選手に対してもあたたかな声援で応援します。 

・ 手作りののぼり旗や横断幕などで歓迎します。 

・ あいさつ運動やマナーアップ運動を展開し、明るい笑顔で元気なあいさつ、親切な応対等、

琵琶湖のようにさわやかにもてなします。 

・ 花いっぱい運動やクリーンアップ運動を展開し、琵琶湖・河川・道路等の環境美化に努め、

きれいな街でもてなします。 

・ 交通安全運動や防犯運動を展開し、安全・安心に過ごせるようにします。 

 

（２）いつまでも健康でいられるよう、「する」「みる」「支える」といった様々な関わり方で親し

める「マイスポーツ」を見つけましょう。 

・ デモンストレーションスポーツや会場地市町等におけるスポーツ教室、各種スポーツイベ

ント等に参加します。 

・ 障害のあるなしや年齢などに関わらず、誰もが楽しめるスポーツに取り組み、交流を通じ、

障害に対する理解を深めます。 

・ ライフステージに応じたスポーツ活動に取り組み、健康長寿日本一を継続します。 

・ 両大会にゆかりのある、滋賀のアスリート等と交流します。 

・ 両大会のイメージダンスを覚えて、踊ります。 

・ 両大会をはじめとする各種競技会などに出かけ、観戦・応援します。 

・ 地域のスポーツ活動を応援します。 

 

 

 



（３）大会やイベント会場に足を運んだり、ボランティア活動に参加するなどの関わりを通じて、

みんなで一緒に大会や地域を盛り上げましょう。 

・ ボランティア活動の年間行動者率日本一を活かし、障害のあるなしや年齢に関わらず、県

民総参加で取り組みます。 

・ スマートフォン・パソコン所有率日本一を活かし、大会に関するイベント等の情報をＳＮ

Ｓ等で発信します。 

・ 子ども・若者・女性の関心を高める広報やイベントを通じて、両大会の参加を促します。 

・ 開・閉会式など両大会の関連イベント・行事等に参加します。 

・ 両大会に関するボランティア活動に、積極的に参加します。 

・ 両大会をはじめとする競技会などに出かけ、あたたかく応援します。 

・ 両大会のイメージソングやイメージダンスによって、心をひとつにして盛り上げます。 

・ 募金や企業協賛で、両大会の開催準備・運営を支援します。 

 

２ 取組の進め方 

（１）県準備（実行）委員会は、全体的な計画や取組を定め、この運動の普及・啓発活動を 

行うとともに、市町準備（実行）委員会や各種団体等と連携し、全県域における運動を展開し

ます。 

（２）市町準備（実行）委員会は、地域の特性に応じた計画や取組を定め、地域における普 

及・啓発活動を行うとともに、地域住民や各種団体等と協力し、市町における運動を展開しま

す。 

（３）学校や企業、ＮＰＯ法人、各種団体等は、それぞれの活動の中でその特徴を活かした 

県民運動を企画し、取組を行うとともに、県および市町ならびに各主体の運動に参加・協力し

ます。 

 

３ 主な推進スケジュール 

 



 

花いっぱい運動における推奨花の選定について 

 

１ 花いっぱい運動とは 

選手、監督をはじめとする全国からの来県者を、県民の育てたたくさんの花でお迎えし、歓迎の

気持ちを伝えるとともに、本運動に携わった人にも思い出に残る大会とすることを目的とする。 

 

２ 花いっぱい運動の進め方（現時点の想定） 

試験栽培およびリレー型栽培の実証栽培を経て、農業系高等学校および県農業関係機関、中学

校、小学校と苗を引き継いで、リレー型栽培を行っていく。その他、社会福祉施設やボランティ

ア、幼稚園等にも協力を依頼する予定である。このリレー形式で栽培された花を市町に活用して

いただくことで、花いっぱい運動の推進と国スポ・障スポ開催の機運醸成を図る。 

 

３ 推奨花を選定する目的 

県民の皆様に育てていただくおすすめの花として推奨花を選定し、総合開・閉会式会場や競技

会場をはじめ、駅、道路、その他周辺地域等を広く装飾するために活用する。 

また、大会終了後も、県民が推奨花を目にするたびに、本県民運動を想起できるようなものと

し、本大会のレガシーとする。 

 

４ 花いっぱい運動にかかる主な予定 

  別添のとおり。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

審議事項（２） 



５ 推奨花選定にかかるこれまでの流れ 

第 18回広報・県民運動専門委員会 令和２年６月 18日 

花いっぱい運動において県民に栽培を推奨する花の候補を選定するため、当委員会の部会設

置要綱を改訂し、推奨花選定部会を設置することについて承認された。 

※推奨花候補選定は当委員会からの付託事項 

 

 

 

推奨花選定部会 令和２年 10月 27日 

５名の部会委員により、推奨花の選定基準を決定し、推奨花候補の選定が行われた。 

   [推奨花選定部会 部会委員] 

所 属 等 氏 名 備 考 

滋賀県立湖南農業高等学校 校長 井上 升二 部会長 

滋賀県立長浜農業高等学校 教諭 春本 大輝  

滋賀県小学校長会 副会長 

（湖南市立三雲小学校 校長） 

首藤 勲 広報・県民運動 

専門委員会委員 

滋賀県農業技術振興センター 

滋賀県立農業大学校 主査 

野坂 隆太  

滋賀県農業技術振興センター 

花・果樹研究部 主任技師 

籠  洋  

  

６ 推奨花の選定 

  推奨花案は別添のとおり。 

  推奨花案は先催都県の状況、アンケート結果を参考に推奨花の選定基準に基づき部会が候補と

して選定したもので、今回、当委員会で 10種を推奨花として選定する。 

 

   

 

〔推奨花の選定基準〕 

 

（１） 病害虫に強く、比較的育てやすいこと 

（２） 開花期間が長く、開催期間中（９月下旬～１０月末）見頃であること 

（３） 花壇やプランターでの栽培に適していること（草丈含む） 

（４） 種苗が入手しやすく、安価であること 

     

※上記選定基準に関わらず、滋賀らしさをアピールできる花（滋賀で栽培が盛ん

な花や滋賀 ゆかりの花等）を選定することができる。 

 



令和７（2025）年度　　　＜開催年＞

　○県準備（実行）委員会による開・閉会式会場等および市町による競技会場等の装花
　○推奨花の栽培・装飾の実践
　○プランターシール、プランター立て札、花壇用立て札の配布

　○推奨花選定部会の設置および選定メンバーの検討
　　・広報・県民運動専門委員会にて推奨花選定部会設置を決定（令和２年６月18日）
　○推奨花の検討
　　・推奨花選定部会において、推奨花候補を選定
　　・広報・県民運動専門委員会にて、推奨花を決定

令和２（2020）年度　　　　＜開催５年前＞

令和３（2021）年度　　　　＜開催４年前＞

　○推奨花試験栽培の準備
　　・関係機関への試験栽培の依頼
　　・試験栽培にかかる必要資材の調査

令和４（2022）年度　　　　＜開催３年前＞

　○推奨花の試験栽培
　　・栽培方法が難しい推奨花や通常の栽培方法では大会の開催時期（9月下旬～10月下旬）に開花しない推奨
　　　花について、大会の開催時期に開花させるための試験を実施
　○花育てガイドブックの作成と花いっぱい運動の啓発
　　・推奨花の栽培方法をまとめたガイドブックの作成
　　・ホームページ上での花育てガイド掲載と取組啓発
　○啓発用種子の配布
　　・一部の奨励花の種子配布による、運動の周知・啓発　（啓発用デザインの種子袋にて）
　○各市町での栽培の普及に向けた準備
　　・各市町での必要資材等の把握

令和５（2023）年度　　　　＜開催２年前＞

　○推奨花のリレー形式での栽培の試行（実証栽培）
　　・一般、高校生が育てた苗を、小・中学生がプランターで育てるリレー形式での栽培を実施
　○プランターシール、プランター立て札、花壇用立て札案の作成・決定

令和６（2024）年度　　　　＜開催１年前＞

　○推奨花の栽培・装飾の試行
　　・県準備（実行）委員会を中心とした、リレー栽培の実施
　　・市町（花育て団体）による、国スポ・障スポ開催時期にあわせた推奨花栽培・リハーサル大会会場等装飾の試
　　　行
　　・開催年を見据えた生産・供給体制での試行
　○プランターシール、プランター立て札、花壇用立て札の配布

花いっぱい運動にかかる主な予定（現時点の想定）

令和８（2026）年度～　

　○団体、企業、個人等による継続した花育ての取り組み



推奨花（案）
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（９月下旬～10月末が見頃）

● 花壇やプランターでの栽培に適する
● 種苗が入手しやすい・安価

「滋賀らしさ」をアピールできる花
（栽培が盛ん、滋賀ゆかりの花等）
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病害虫に強く、比較的育てやすい
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花壇やプランターでの栽培に適する
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病害虫に強く、比較的育てやすい

●
大会開催期間中
（９月下旬～10月末が見頃）

● 花壇やプランターでの栽培に適する
種苗が入手しやすい・安価

●
「滋賀らしさ」をアピールできる花
（栽培が盛ん、滋賀ゆかりの花等）

部会選定理由

1

コリウス

2

サルビア

10

ビオラ

名称

7

コスモス（ｷﾊﾞﾅｺｽﾓｽを含む）

8

ニチニチソウ（ビンカ）

3

ヒャクニチソウ（ジニア）

4

マリーゴールド

5

インパチュエンス

6

ベゴニア

9

ナデシコ（ダイアンサス）

【サルビア】

・滋賀県では、人権啓発活動の一環として、”サルビア”が

「人権の花」に指定されている。

・また、人権思想の普及を図るため、「人権の花運動」とし

て、県内の小学校では児童が協力しながら多くのサルビア

を栽培している。

【キバナコスモス】

《特徴》

色はオレンジに近い濃い黄色で、一般的な白やピンクの

コスモスよりも耐暑性がある点、草丈が低い点、花つきが

良い点から比較的栽培が容易である。プランター栽培に適

しているだけでなく、一般的なコスモスと同様に、広い場所

での景観づくりにも利用できる。

《県内での栽培について》

・守山市新庄町では、休耕田にキバナコスモスを植栽

・県内各地に自生

【ナデシコ（ダイアンサス）】

《カワラナデシコについて》

日本各地に自生しており、一般的なナデシコよりも花に

深い切れ込みがある。県内でも伊吹山や各地のため池や

里山の周囲に自生している。

《県内での栽培について》

草津市では、過去に学校の周囲にナデシコが自生して

いたことから、校章にナデシコをデザインしている小学校が

ある。児童によるナデシコの栽培もされており、近隣の農業

高校や地域住民も栽培に協力されている。

【ビオラ】

上記９種の花の中では、琵琶湖をイメージできる青い花が

ないことからビオラを選定。

・パンジーとよく似た草姿であるが、花数が多く、花落ちも少

ない。発芽もパンジーより安定している。

・７月に発芽器を使用した播種を行い、９月に開花が可能。

・大会後も開花期が続く。


